
社会福祉法人京都府社会福祉協議会 

家計改善事業業務に関する個人情報取扱業務概要説明書 

 

社会福祉法人京都府社会福祉協議会個人情報取扱規程第 18条の規定に基づく、家計改善事

業業務（以下「本業務」という。）に関する個人情報の種類等については下記のとおりであ

る。 

 

個人情報の種類 

（本業務に関わって取

得・利用する個人情報） 

（１） 家計改善事業にかかる家計支援計画、家計表 

（２） その他本業務を実施するに当たって取得した個人を

識別できる事項 

個人情報の利用目的 本事業の適正かつ円滑な運用のために用いる。 

個人情報の利用・提供方

法 

本業務担当者の管理のもとに書類を施錠可能な書架等におい

て管理し、就業時のみ開錠する。また、パソコンによる各情

報の管理においては各自のパスワード設定を行い他者が閲覧

できないものとする。 

１ 内部での利用 

（１） 家計改善事業にかかる家計支援計画、家計表 

 

２ 外部への情報提供 

（１） 本事業の円滑な運営のために利用者の関連情報を関

係機関に提供する場合は利用者の不利益にならない

ように配慮する。 

（２） 法令に基づく令状等の提示があった場合を除き、外部

への情報提供は行わない。 

その他の情報 本業務担当者が業務上取得した情報は本人の同意がない限

り、本業務担当者以外に伝えてはならない。 

個人情報保護管理者 事務局長 

苦情受付担当者 福祉部 生活支援課長 

 


